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「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム（案）

【チーム次長】
データヘルス

改革
担当審議官

医薬産業振
興・医療情報
審議官

幹事会とりまとめ
も担う

【タスクフォース】

「電子カルテ・医療
情報基盤」TF

「診療報酬改定DX」
TF

【幹事】

医政局・医薬局・保険局・健康局の関係課室長

【アドバイザー】

葛西参与

✔ デジタル庁・経産省・総務省とも連携
✔ 必要に応じて、関係局長・審議官も参加

✔ 必要に応じて、他部局の関係課室長も参加

✔ 各TFには、必要に応じて、支払基金・国保中央会も参画
✔ 必要に応じて、TFを適宜追加

「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて、データヘルス改革推進本部に厚生労働大臣をチーム長とする「医療
DX令和ビジョン2030厚生労働省推進チーム」を設置する。

医療DX推進本部 厚生労働大臣が構成員
（本部長：総理）

医療DX推進本部

幹事会
厚生労働副大臣が構成員
（議長：木原副長官）

定期的に報告

医療DX令和ビジョン2030厚生労働省推進チーム

健康・生活衛
生・災害対策
担当審議官

【チーム長代理】

事務次官・医務技監

【チーム長】

厚生労働大臣
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経済財政運営と改革の基本方針2 0 2 2 （抄）
新しい資本主義へ ～課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～

第４章 中長期の経済財政運営
２． 持続可能な社会保障制度の構築

（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）
…「全国医療情報プラットフォーム143の創設」、「電子カルテ情報の標準化等144」及び「診療報酬改定ＤＸ」

145の取組を行政と関係業界146が一丸となって進めるとともに、医療情報の利活用について法制上の措置等を講
ずる。そのため、政府に総理を本部長とし関係閣僚により構成される「医療ＤＸ推進本部（仮称）」を設置する。
…

143 オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体検
診情報、電子カルテ等の医療（介護を含む）全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォームをいう。

144 その他、標準型電子カルテの検討や、電子カルテデータを、治療の最適化やＡＩ等の新しい医療技術の開発、創薬のために有効活
用することが含まれる。

145 デジタル時代に対応した診療報酬やその改定に関する作業を大幅に効率化し、システムエンジニアの有効活用や費用の低廉化を目
指すことをいう。これにより、医療保険制度全体の運営コスト削減につなげることが求められている。

146 医療界、医学界、産業界をいう。

令和４年６月７日閣議決定
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医療DXに関する当面のスケジュール（案）

３

2022年
9月

2022年
10月

2022年
11月

2022年
12月

2023年
1月

2023年
2月

2023年
3月

医療DX
推進本部

医療DX
推進本部幹事
会

厚生労働省内
推進チーム

推進チーム内
タスクフォー
ス

（診療報酬改定DXタスクフォース）月1～2回程度開催

9/22
第1回

12月中旬
第2回

3月中下旬
第3回

今秋
第1回

（電子カルテ・医療情報基盤タスクフォース）月1～2回程度開催

随時報告

随時報告

随時報告随時報告

随時報告

随時報告

来春
第2回



医療DXとは

DXとは、「Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）」の略称で、デジタル技
術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変える（Transformする）ことである。
（情報処理推進機構DXスクエアより）

DXとは

４

医療DXとは、保健・医療・介護の各段階（疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等
の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など）において発生
する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、
データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受
けられるように、社会や生活の形を変えることと定義できる。

医療DXとは

被保険者
資格確認

疾病の
発症予防

診察・治療
薬剤処方

診療報酬
請求

診断書等
の作成

地域医療
連携 研究開発

クラウドを活用した業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化

診療報酬算定
モジュール

特定健診
情報 資格情報

カルテ情報
処方情報
調剤情報

診療情報
提供書

退院時サマリ
行政への届出

電子カルテ
情報

医療ビッグデータ
分析
NDB

介護DB

公費負担医療
DB

電子カルテ情報の標準化等 診療報酬
DX

オンライン資格確認
マイナポータル活用 等



医療DXの方向性

➣ 世界に先駆けて少子高齢化が進む我が国において、国民の健康増進や切れ目のない質の高い医療の
提供に向け、医療分野のデジタル化を進め、保健・医療情報（介護含む）の利活用を積極的に推進し
ていくことは非常に重要。

➣ また、今般の新型コロナウイルス感染症流行への対応を踏まえ認識された課題として、平時からの
データ収集の迅速化や収集範囲の拡充、医療のデジタル化による業務効率化やデータ共有を通じた医
療の「見える化」の推進等により、次の感染症危機において迅速に対応可能な体制を構築できること
としておくことが急務。

背景

骨格

５

➣ 国民による自らの保健・医療情報（介護含む）への容易なアクセスを可能とし、自らの健康維持・増進
に活用いただくことにより、健康寿命の延伸を図るとともに、医療の効率的かつ効果的な提供により、
診療の質の向上や治療等の最適化を推進。

➣ また、今般の新型コロナウイルス感染症流行に際して開発された既存のシステムも活用しつつ、医療
情報に係るシステム全体として、次の感染症危機において必要な情報を迅速かつ確実に取得できる仕組
みを構築。

➣ さらに、医療情報の適切な利活用による創薬や治療法の開発の加速化により、関係する分野の産業振
興につながることや、医療のデジタル化による業務効率化等により、SE人材を含めた人材のより有効な
活用につながること等が期待される。

方向性

１．「全国医療情報プラットフォーム」
２．電子カルテ情報の標準化、標準型電子カルテの検討
３．「診療報酬改定DX」



全国医療情報プラットフォーム
オンライン資格確認等システム

処方・調剤情報

薬剤情報
（レセプト）

診療情報
（レセプト）

特定健診情報

同意情報

資格情報 【医療（公費負担医療含）、介護、予防接種など】

各種データ基盤
マイナポータル

（本人がデータ確認）
• 自身の保健医療介護情報
• 医療文書発行情報 等
（行政手続きの電子化）
• ワンストップサービス

医療機関等
（医療従事者がデータ閲覧）
• 患者の診療情報
• 患者の健診情報 等
（施設間で文書交換）
• 電子処方箋
• 診療情報提供書 等

自治体

（自治体職員がデータ閲覧）
• 感染者情報
• 認定情報 等
（文書を確認）
• 主治医意見書
• 診断書 等

介護事業者等

（介護職員がデータ閲覧）
• 利用者のADL 等
（施設間での文書交換）
• ケアプランデータ 等

医療機関等 自治体医療保険者

薬剤情報健診情報 処方箋情報カルテ情報 予防接種情報
介護被保
険者情報

医療サービスの質、医療案
安全の向上
医療機関等間での医療文
書交換の効率化 等

自治体業務の効率化
自治体手続きの簡素化によ
る住民サービス向上 等

介護サービスの質の向上
介護事業所間等での文書
交換の効率化 等

国民の行動変容・健康増進

文書の受領・申請手続き等の
簡素化 等

診療情報提供書
退院時サマリ

医療被保
険者情報

感染症関連

発生届

予防接種情報 介護情報
接種記録

ケアプラン

「全国医療情報プラットフォーム」（将来像）
○オンライン資格確認システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、電子カルテ等の医療機関等が発生源と

なる医療情報（介護含む）について、クラウド間連携を実現し、自治体や介護事業者等間を含め、必要なときに必要な情報を共有・交換できる全国的な

プラットフォームとする。

○これにより、マイナンバーカードで受診した患者は本人同意の下、これらの情報を医師や薬剤師と共有することができ、より良い医療につながるとともに、

国民自らの予防・健康づくりを促進できる。さらに、次の感染症危機において必要な情報を迅速かつ確実に取得できる仕組みとしての活用も見込まれる。

難病等関連
認定情報発生届

請求情報

診療報酬改定DX
共通算定モジュール

支払基金・中央会

（医療従事者等がデータ管理）
• 報酬改定対応の負荷軽減
• 負担金計算の適正化 等
（審査支払機関への請求）
• 診療報酬計算の適正化
• レセプト情報の適正化 等

医療サービスの質、事務負担
の軽減
審査支払機関へのレセプト
情報の適正化 等

６

介護事業者等

ADL等 ケアプラン認定情報 介護情報
(レセプト)

認定情報

介護情報
（レセプト）

ADL等

国民の行動変容・健康増進
事業開発・研究利用 等

PHR事業者

（本人がデータ取得・確認）
• 本人のライフログデータとの連携
（食事、睡眠、歩数 等）

（医療機関や日常での利用）
• 患者の生活習慣の把握、日常で
の予防・健康づくり等

緊急時を除き本人
同意前提で閲覧可

予診情報

研究開発等にも利用

自治体検診
情報

検診情報

カルテ情報

検診情報

（必要に応じ、情報を連結して提供）

情
報
を
作
成

情
報
を
収
集

情
報
を
利
活
用



電子カルテ情報及び交換方式の標準化、標準型電子カルテの検討

７

（基本的な考え方）
➣ 医療機関同士などでのスムーズなデータ交換や共有を推進するため、HL7 FHIRを交換規格とし、
交換する標準的なデータの項目及び電子的な仕様を定めた上で、それらの仕様を国として標準規格化
する。

（具体的な取組）
➣ 厚生労働省においては、令和４年3月に、3文書6情報（※）を厚労省標準規格として採択。今後、
医療現場での有用性を考慮しつつ、標準規格化の範囲の拡張を推進。令和4年度は厚生労働科学研究費
補助金の事業において透析情報及び一部の感染症発生届の標準規格化に取り組む。

（※）3文書：診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書
6情報：傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報（救急時に有用な検査、

生活習慣病関連の検査） 、処方情報

➣ 併せて、今後、小規模の医療機関向けに、当該標準規格に準拠したクラウドベースの電子カルテ
（標準型電子カルテ）の開発を検討。令和４年度は関係者へのヒアリングを実施しつつ、令和五年度
の調査研究事業を実施する予定。

電子カルテ情報及び交換方式の標準化

標準型電子カルテの検討



月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

国の動き
等

２月上旬
中医協答申

３月上旬
関係告示等
３月下旬
電子点数表

４月１日
施行

５月10日
初回請求

ベンダ
作業内容

改定対応
人数

通常保守人数
＋数人

通常保守人数
×1.5～２倍

通常保守人数
×2.5～３倍

通常保守人数
（経過措置対応が必要な場合＋数人）

診療報酬改定への対応状況（現状）

窓口負担金計算向け
対応

初回請求向け
対応

中医協の資料等を確認し、
ソフトウェア改修への影響を見極め

作業のピーク

改 修 テスト
導入

支援

電カルとの連携対応
＋ 随時、必要に応じた対応

・現状、ベンダや医療機関等においては、診療報酬改定に短期間で集中的に対応するため、大きな業務負荷が生じている。
改定施行日（４/１）からの患者負担金の計算に間に合うように、ソフトウェアを改修する必要がある
※３月に支払基金から電子点数表が示されてはいるものの、その段階では既にソフトウェア改修作業の大半は終了している
ソフトウェアのリリース後も、４月診療分レセプトの初回請求（５/10）までに、国の解釈通知等について更に対応が必要

８

中医協での議論

疑義解釈、変更通知等

～３月末
施行日向け
リリース

～５月初旬
初回請求向け
リリース

作業負荷を
平準化できないか

各ベンダがそれぞれ行っている作業を１つにまとめられないか


